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              介護老人福祉施設重要事項説明書            R７．９ 

 

１ 事業者（法人）の概要 

名 称 ・ 法 人 種 別  社会福祉法人 高志会 

代 表 者 名  高橋 弘充 

所 在 地 ・ 連 絡 先 
（住所）大阪府高槻市三島江４丁目３８番７号 

（電話） ０７２（６７７）５８８８  （FAX） ０７２（６７７）５９２７ 

 

２ 事業所（ご利用施設） 

施 設 の 名 称  特別養護老人ホーム れんげ荘 

所在地・連絡先 
（住所） 大阪府高槻市三島江４丁目３８番７号 

（電話） ０７２（６７７）５９２６  （FAX） ０７２（６７７）５９２７ 

事 業 所 番 号 ２７７０９００８４９ 

施設長の氏 名 池田 浩之 

 

３ 施設の目的及び運営方針 

施設の目的 
特別養護老人ホームれんげ荘（以下「施設」という。）は、老人福祉法の理念に基づき居宅におい

て常時の介護を受けることが困難なものを入所させ介護することを目的とします。 

運営方針 

① 施設は、入所者の処遇に関する計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を

念頭において、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与そ

の他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理 及び療養上の世話を行うことにより、入所

者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように可能な限り援助しま

す。 

② 施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って生活を支援するよう

に努めます。 

③ 施設は、明るく家庭的な雰囲気で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、老人の

福祉を増進することを目的とし、その他の保健医療サービスと密接な連携を取り健康管理を

行うよう努めます。 

④ 施設は法の基本理念に基づき利用者の処遇に万全を期すものとします。 

施設サービス計画の 

作成及び事後評価 

担当の介護支援専門員が、お客様の直面している課題等を評価し、お客様の希望を踏まえて、

施設サービス計画を作成します。また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、その結果

を書面 （サービス報告書）に記載してお客様に説明のうえ交付します。 

 

４ 施設の概要 

建物の構造 鉄筋コンクリート造（耐火建築物） 

敷地 ３，５９９．８１㎡ 

延べ床面積 ６，４１６．２２㎡ 
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利用定員 ８０名 

 

居   

  

室 

居室の種類 室 数 面積（一人あたりの面積） 備 考 

一 人 部 屋 ２１ ３４７．７６㎡（１６.５６㎡）  ナースコールを設置 

二 人 部 屋 1 ２６．２０㎡（１３.１０㎡）  ナースコールを設置 

三 人 部 屋 １ ３４．０８㎡（１１.３６㎡）  ナースコールを設置 

四 人 部 屋 １６ ７２３．５２㎡（１１.３０㎡）  ナースコールを設置 

主

な

設

備 

設 備 室 数 面積（一人あたりの面積） 備 考 

食 堂 ２ １９３．１２㎡（９６.５６㎡）    

機能訓練室 １ ７２．０９㎡（７２.０９㎡）    

一般浴室 １ ５０．０５㎡   

特別浴室 １ ３０．０５㎡   

医務室（診療室等） １ ７４．７８㎡    

静 養 室 ３ ９８．８２㎡    

 

５ 施設の職員体制 

従業者の職種 人員数 勤務体制（主な勤務時間） 

施 設 長 １人 ８：４５～１７：３０ 

生 活 相 談 員 １人 ８：４５～１７：３０ 

介 護 職 員 ２６人以上 
早番（ ６：３０～１５：１５） 日勤 （８：４５～１７：３０） 

遅番（１１：３０～２０：１５） 夜勤（１６：００～１０：００） 

看 護 職 員 ４人以上 ８：４５～１７：３０ 

医 師 １人以上 ８：４５～１７：３０ 

管 理 栄 養 士 １人 ８：４５～１７：３０ 

機能訓練指導員 １人以上 ８：４５～１７：３０ 

介護支援専門員 １人以上 ８：４５～１７：３０ 

 

６ 職員の勤務体制 

従業者の職種 職 務 内 容 

施 設 長 従業者の管理及び業務の管理を一元的に行います。 

生 活 相 談 員 入所者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 

介 護 職 員 入所者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行います。  

看 護 職 員 入所者の健康管理や療養上の支援を行いますが、日常生活上の介護、介助等も行います。 
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医 師 入所者に対する健康診断、健康教育、診療業務を行います。 

管 理 栄 養 士 入所者の栄養や身体の状況および嗜好を考慮した献立作成、調理指導を行います。 

機能訓練指導員 入所者の機能訓練を行います。 

介護支援専門員 施設サービス計画書の作成と管理、要介護認定の更新・申請の代行を行います。 

 

７ 施設サービスの内容と費用 

（１）介護保険給付対象サービス 

ア サービス内容 

種    類 内     容 

食    事 
（食事時間）  朝食７：００～８：００ 昼食１２：００～１３：００ 夕食１８：００～１９：００ 

管理栄養士の立てる献立表により、栄養と入所者の身体状況に配慮した食事を提供します。 

入    浴 
週２回の入浴又は清拭を行います。 

寝たきり等で座位のとれない方は、機械を用いての入浴も可能です。 

排    泄 
利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立についても適切な援助を行

います。 

離床､着替え､ 

整容等 

寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを

行うよう配慮します。個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助をします。 

シーツ交換は週１回、寝具の消毒は月１回実施します。 

機能訓練 
機能訓練指導員により入所者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよ

う努めます。 

健康管理 

嘱託医師による２週間に１回の診察日を設けます。診察日以外でも心配のときはいつでも診察

を受け付けます。また、年２回の検診により、入所者の健康管理に努めます。 

外部の医療機関に通院する場合は、その介添えについて出来る限り配慮します。 

レクリエーション等 毎日、体操・レクリエーションを行います。 

相談及び援助 入所者とその家族からのご相談に応じます。 

 

イ 加算サービスの内容 

項      目 内             容 

日常生活継続支援加算 

（従来型） 

介護福祉士が７：１以上かつ、新規入所者の内、要介護４・５の割合が７０％以上又

は認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の占める割合が入所者の６５％以上で介護

記録ソフト、スマートフォンのＩＣＴを使用している 

看護体制加算（Ⅰ）ロ 常勤看護師を１名以上配置している 

看護体制加算（Ⅱ）ロ 常勤看護師を２名以上配置し、２４時間の連絡体制を確保 

夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ 夜間勤務職員を１名以上上回って配置している 

個別機能訓練加算（Ⅰ） 利用者ごとに機能訓練計画を作成し、機能訓練を実施 

若年性認知症入所者受入加算 
若年性認知症（６５歳未満）の入所者ごとに個別の担当者を定め、利用者の特性や

ニーズに応じたサービスを提供 

常勤医師配置加算 常勤の医師を１名以上配置している 
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精神科医療養指導加算 精神科医による療養指導を行っている場合 

外泊時費用 病院等への入院を要した場合及び居宅における外泊を行う場合 

初期加算 入所日より３０日以内の期間。入院後の再入所時も同様 

退所時栄養情報連携加算 
医療機関へ退所する入所者について、管理栄養士が、退所先の医療機関等に対

して栄養管理に関する情報を提供する場合 

再入所時栄養連携加算 
厚生労働大臣が定める特別食等が必要な入所者について、管理栄養士が医療機

関の管理栄養士と連携し、再入所後の栄養ケア計画を作成した場合 

退所前訪問相談援助加算 
退所前、その際の相談援助にかかる費用 

（入所中１回（又は２回）を限度） 

退所後訪問相談援助加算 退所後、その際の相談援助にかかる費用 

退所時相談援助加算 
退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な

情報を提供した場合 

退所前連携加算 居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合 

退所時情報提供加算 
医療機関へ退所する入所者について、退所後の主治医に対して、診療情報、心身

の状況、生活歴等の情報を提供した場合 

協力医療機関連携加算１ 
相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を受け入れる体制を確保してい

る医療機関と連携している場合 

配置医師緊急時対応加算 配置医師が勤務時間外に診療を行った場合 

看取り介護加算（Ⅰ） 
配置医師緊急時対応加算の体制を整備し、施設内で看取った場合 

看取り介護加算（Ⅱ） 

安全対策体制加算 
施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されて

いる 

高齢者施設等感染対策向上加

算（Ⅰ） 

高齢者施設等における平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の

対応を行う医療機関との連携体制を確保している場合 

新興感染症等施設療養費 
新興感染症に感染した入所者に対して、相談・診療・入院調整等を行う医療機関を

確保し、かつ、感染症に感染した入所者に対し、介護サービスを行った場合 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施して

いる場合 

 

ウ 費用 

原則として利用料金（基本単位数×１０．５４）の１割（一定以上の所得のある人は２割又は３割）が入所者の負担額となり

ます。介護保険負担額減免を受けている場合は、減免率に応じた負担額となります。 

介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その  

場合、利用料金全額をお支払いください。利用料の支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収証を発行します。 

サービス提供証明書及び領収証は、後に利用料の償還払いを受けるときに必要となります。 

※サービス単位数の総合計×地域単価で計算しますので、端数にわずかな誤差が生じる場合があります。 

 

【料金表】 

○利用料 １日あたりの金額です。 

要介護度 単位数 利用料 １割負担 ２割負担 ３割負担 
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要介護１ ５８９ ６，２０８円 ６２１円 １，２４２円 １，８６３円 

要介護２ ６５９ ６，９４５円 ６９５円 １，３８９円 ２，０８４円 

要介護３ ７３２ ７，７１５円 ７７２円 １，５４３円 ２，３１５円 

要介護４ ８０２ ８，４５３円 ８４６円 １，６９１円 ２，５３６円 

要介護５ ８７１ ９，１８０円 ９１８円 １，８３６円 ２，７５４円 

 

○加算サービス （該当する項目のみ加算となります。）  

項      目 単位数 利用料 １割負担 ２割負担 ３割負担 

日常生活継続支援加算（従来型） ３６ １日につき   ３７９円 ３８円 ７６円 １１４円 

看護体制加算（Ⅰ）ロ ４ １日につき    ４２円 ５円 ９円 １３円 

看護体制加算（Ⅱ）ロ ８ １日につき    ８４円 ９円 １７円 ２６円 

夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ １３ １日につき   １３７円 １４円 ２８円 ４２円 

個別機能訓練加算（Ⅰ） １２ １日につき   １２６円 １３円 ２６円 ３８円 

若年性認知症受入加算 １２０ １日につき １，２６４円 １２７円 ２５３円 ３８０円 

常勤医師配置加算 ２５ １日につき   ２６３円 ２７円 ５３円 ７９円 

精神科医療養指導加算 ５ １日につき    ５２円 ６円 １１円 １６円 

外泊時費用 ２４６ 
１日につき ２，５９２円 

（月６日限度） 
２６０円 ５１９円 ７７８円 

初期加算 ３０ １日につき   ３１６円 ３２円 ６４円 ９５円 

退所時栄養情報連携加算 ７０ 月１回限度   ７３７円 ７４円 １４８円 ２２２円 

再入所時栄養連携加算 ２００ １回限り   ２，１０８円 ２１１円 ４２２円 ６３３円 

退所前訪問相談援助加算 ４６０ １回につき ４，８４８円 ４８５円 ９７０円 １，４５５円 

退所後訪問相談援助加算 ４６０ １回限り   ４，８４８円 ４８５円 ９７０円 １，４５５円 

退所時相談援助加算 ４００ １回限り   ４，２１６円 ４２２円 ８４４円 １，２６５円 

退所前連携加算 ５００ １回限り   ５，２７０円 ５２７円 １，０５４ １，５８１円 

退所時情報提供加算 ２５０ １回限り   ２，６３５円 ２６４円 ５２７円 ７９１円 

協力医療機関連携加算１ ５０ １月につき   ５２７円 ５３円 １０６円 １５９円 

配置医師緊急

時対応加算 

配置医師の勤

務時間外 
３２５ 1回につき ３，４２５円 ３４３円 ６８５円 １，０２８円 

早朝・夜間 ６５０ １回につき ６，８５１円 ６８６円 １，３７１円 ２，０５６円 

深夜 １，３００ １回につき１３，７０２円 １，３７１円 ２，７４１円 ４，１１１円 

看取り介護加

算（Ⅰ） 

死亡日以前３１

日以上４５日以

下 

７２ １日につき   ７５８円 ７６円 １５２円 ２２８円 

死亡日以前４日

以上３０日以下 
１４４ １日につき １，５１７円 １５２円 ３０４円 ４５６円 
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死亡日以前２日

又は３日 
６８０ １日につき ７，１６７円 ７１７円 １，４３４円 ２，１５１円 

死亡日 １，２８０ １日につき１３，４９１円 １，３５０円 ２，６９９円 ４，０４８円 

看取り介護加

算（Ⅱ） 

死亡日以前３１

日以上４５日以

下 

７２ １日につき   ７５８円 ７６円 １５２円 ２２８円 

死亡日以前４日

以上３０日以下 
１４４ １日につき １，５１７円 １５２円 ３０４円 ４５６円 

死亡日以前２日

又は３日 
７８０ １日につき ８，２２１円 ８２３円 １，６４５円 ２，４６７円 

死亡日 １，５８０ １日につき１６，６５３円 １，６６６円 ３，３３１円 ４，９９６円 

安全対策体制加算 ２０ １回限り    ２１０円 ２１円 ４２円 ６３円 

高齢者施設等感染対策向上加算

（Ⅰ） 
１０ １月につき   １０５円 １１円 ２１円 ３２円 

新興感染症等施設療養費 ２４０ １日につき ２，５２９円 ２５３円 ５０６円 ７５９円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 総単位数×１４．０％×１０．５４ １０％ ２０％ ３０％ 

 

※必要に応じて加算させていただきますので、ご了承ください。 

※各種加算や利用者の負担限度額のため、実際の負担額は異なります。 

 

○食事代、居住費および光熱費（１日につき） 

収入区分 食事代 従来型個室 多床室 

第１段階（生活保護・福祉年金等受給者） ３００円 ３８０円   ０円 

第２段階（所得金額の合計が８０万円以下） ３９０円 ４８０円 ４３０円 

第３段階①（所得金額の合計が８０万円超１２０万円以下） ６５０円 ８８０円 ４３０円 

第３段階②（所得金額の合計が１２０万円超） １，３６０円 ８８０円 ４３０円 

第４段階（課税層） １，４４５円 １，２３１円 ９１５円 

※ 第１段階～第３段階までは住所地の市役所に申請が必要です。 

○入院又は外泊時の費用 

入院期間中、居室を専有し確保する場合は、入院期間中も引き続き当該居室の居住費を負担していただきます。 

外泊や入院された場合で施設に在所していない日であっても、外泊又は入院の翌日から１月につき７泊（６日分）を限

度とし、月をまたがる場合は最大で連続１３泊（１２日分）外泊時費用加算、１日につき２６０円（１割負担の場合）、５１９円（２

割負担の場合）又は７７８円（３割負担の場合）と居住費がかかります。この期間については、負担減免適用となりますが、

期間外については、居住費の負担減免は適用されず、標準額を負担していただきます。 

   ご使用のベッドを、入所者の同意を得た上で(介護予防)短期入所生活介護に利用する場合は、費用の負担はありませ

ん。 

 

（２）介護保険給付対象外サービス 

利用料の全額を負担していただきます。 

種  類 内 容 利 用 料 
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理髪・美容 月２回（不定期）美容室の出張による美容サービス 実費をご負担頂きます。 

喫茶室等 当施設には喫茶コーナーを設けています。 料金表のとおりご負担頂きます。 

レクリエーション行事 材料費がかかる場合 実費をご負担頂きます。 

日常生活品の購入代行 
衣服、スリッパ、歯ブラシ等日用品の購入の代行をさ

せていただきます。 
実費をご負担頂きます。 

特別な食事 ご希望に応じて特別食のご用意が出来ます。 実費をご負担頂きます。 

 

（３）その他のサービス 

金銭管理サービス 
預貯金通帳の入出金状況を帳簿に記帳する等、金銭管理に関する事

務処理を行います。 
１,０５０円／月 

貴重品保管サービス 現金・預貯金通帳・印鑑等の貴重品の保管を行います。 ５２０円／月 

テレビ リース 居室のテレビ及び電気使用料 ４００円／日 

おやつ代 お菓子等 １５０円／日 

飲料代 ジュース等の飲料代 ８０円／日 

衣類 リース 緊急時（汚れて着替えの無い場合等）の衣類リース代 １８０円／回 

電気使用料 持ち込みによるテレビ・電気毛布等利用する場合 ８０円／日 

複写物の交付 

（写真は実費相当額） 

サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必

要とする場合に負担していただきます。 
１０円／枚 

 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更

の内容と変更する事由について、変更を行う１か月前までに説明します。 

 

８ 利用料、利用者負担及びその他の費用の請求及び支払い方法について 

（１）請求方法 ①利用料利用者負担額及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合

計金額により請求いたします。 

②上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１５日以降に手渡し又は郵送します。 

（２）支払い方法 ①下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 

(ア)郵便局口座からの自動引落 

(イ)事業者指定口座への振り込み（振込手数料はご負担していただきます。） 

  振込先：関西みらい銀行 茨木中央支店 

      普通口座 口座番号：００３６３６４  

口座名義 社会福祉法人 高志会 本部 理事長 高橋弘充 

    （ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ ｺｳｼｶｲ ﾎﾝﾌ  ゙ﾘｼﾞﾁｮｳ ﾀｶﾊｼﾋﾛﾐﾂ） 

(ウ)銀行口座からの自動引落 

  但し、引落手数料１００円を利用料と合わせてご負担していただきます。 

(エ)現金支払い 

②自動引落の場合は、翌月２８日に引落しします。振込または現金でお支払いの場合は、月末

までにお支払いをお願いします。 
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③お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず

保管されますようお願いします。（医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。） 

 

９ 苦情、相談の受付 

  苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問し、状況の聞き取りや事情の確認

を行い、利用者の立場を考慮しながら事実関係の特定を慎重に行います。相談担当者は、把握した状況を管理者とともに

検討を行い、当面及び介護の対応を決定します。対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利

用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行います。 

 

（１）当事業所における苦情や相談は以下の専用窓口で受け付けます。苦情を受け付けた後、問題点を把握の上、対応策

を検討し必要に応じて説明いたします。 

○苦情受付担当者： 主任 山本 悦子 

○苦情解決責任者： 施設長 池田 浩之 

○受付時間： ８：４５～１７：３０ 

○受付方法： 電話 ０７２－６７７－５８８８       ＦＡＸ ０７２－６７７－５９２７ 

  ※備え付けの「意見箱」に投書いただいても結構です。 

 

（２）行政機関その他の苦情受付（土日祝日、年末年始を除く） 

高槻市健康福祉部福祉指導課 

所 在 地： 高槻市桃園町２－１ 

電   話： ０７２－６７４－７８２１ 

受付時間： ８：４５～１７：１５ 

高槻市健康福祉部長寿介護課 

所 在 地： 高槻市桃園町２－１ 

電   話： ０７２－６７４－７１６６ 

受付時間： ８：４５～１７：１５ 

住所地市役所（        市）介護保険課 

（保険者が高槻市以外の方） 

 

大阪府国民保険団体連合会介護保険課 

所 在 地： 大阪市中央区常盤町１丁目３番８号中央大通ＦＮビル内  

電   話： ０６－６９４９－５４１８ 

受付時間： ９：００～１７：００ 

 

（３）第三者委員（公平・中立な立場で苦情・相談を解決する機関です。） 

高田 崇一（社会保険労務士：０６-６３６２-２７３１）  黒田 恭子（評議員：０７２-６９６-６９４９） 

藤尾 純一（評議員：０７２-６７７-１５３３） 

 

（４）第三者評価の実施 

実施の有無 無 ・ 有（   年  月  日） 

評価機関名称  

評価結果の開示  

 

１０ 非常災害時の対策 



9 

 

非常時の対応 別途定める「特別養護老人ホームれんげ荘 消防計画」にのっとり対応を行います。 

避難訓練及び 

防災設備 

別途定める「特別養護老人ホームれんげ荘 消防計画」にのっとり年２回夜間及び昼間を想定した 避

難訓練を、入所者の方も参加して行います。 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

スプリンクラー あり 防火扉・シャッター ２個所 

避難階段 ４個所 屋内消火栓 あり 

自動火災報知機 あり ガス漏れ探知機 あり 

誘導灯 ７７個所   

消防計画等 防火管理者： 高山 光政 

 

１１ 衛生管理等 

（１） 利用者の使用する施設、食器、その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上

必要な措置を講じます。 

（２） 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常

に密接な連携に努めます。 

（３） 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月に１回以上開催

するとともに、その結果について、従業者に周知徹底します。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１２ 業務継続計画の策定について 

（１） 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時

の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じ

ます。 

（２） 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

（３） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１３ 高齢者虐待防止について 

  事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとします。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図り 

ます。 

（２）虐待の防止のための指針を整備します。 

（３）従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

（４）上記措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

 

１４ 事故発生時・緊急時の対応 

  入所者等に対する介護サービス提供により事故が発生した場合又は病状に急変が生じた場合には速やかに市町村、

医師の指示により協力医療機関及び家族等に連絡を行う等の必要な処置を講じます。 
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緊急連絡先氏名 電話（自宅） 携帯電話 その他 

    

    

    

かかりつけ医療機関 主治医氏名 電話番号 住  所 

    

 

１５ 秘密保持と個人情報の保護について 

（１） 入所者およびその家族に関する秘密の保持について 

施設及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た、入所者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に

漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。ただし、入所者に医療上の必要がある場合に

は、医療機関に入所者の心身等の情報を提供します。また、入所者との利用の終了に伴う援助を行う際には、入所者の同

意を得ます。 

（２） 個人情報の保護について 

施設は、入所者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において、入所者の個人情報を用いません。 

また、入所者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人

情報を用いません。施設は、入所者およびその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の 

注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。（個人情報使用同意書については別紙

に記入） 

 

１６ 損害賠償について 

当事業所において、事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたしま

す。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

ただし、その損害の発生について、利用者の置かれた心身の状況を斟酌した上で故意又は過失が認められる場合は、 

事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

 

１７ 身体拘束の禁止 

入所者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為は致しません。ただし、入所者又は他の利用者等の生命・身体を

保護するために緊急やむを得ない場合には、記録するなど適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。 

 

１８ 協力医療機関等  

病院名 住所 電話番号 診療科 入院設備 

茨木医誠会病院 茨木市畑田11-25 627-7771 
内科・外科・脳外科・整形外科・小児科・形成外科・皮膚科・胃

腸科・麻酔科・放射線科・リハビリテーション科・耳鼻科 
有 

第一東和会病院 高槻市宮野町 2-17 671-1008 内科・外科・整形外科・耳鼻科・脳外科 有 

北摂総合病院 高槻市北柳川 6-24 696-2121 
内科・外科・脳外科・整形外科・小児科・眼科・形成外科・ 

皮膚科・泌尿器科・放射線科 
有 

藍野病院 茨木市高田町 11-18 627-7611 
内科、外科、皮膚科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、 

眼科、耳鼻咽頭科、婦人科、神経精神科、歯科 
有 
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竹村歯科 
大阪市中央区本町4-5-7

ｻﾝﾄﾞｰﾙ本町ビル1階 

070-6924-

8148 
歯科 無 

 

１９ 施設の利用にあたっての留意事項 

来訪・面会 

面会時間 １０：００～１９：００ 

来訪者は面会時間を遵守し、必ずその都度職員に届け出て、面会することが出来ますが、都

合で面会時間内に来られない場合は、事前に申し出てください。 

来訪者が宿泊される場合には、必ず許可を得てください。 

外出・外泊 外出・外泊の際には、必ず行く先と帰宅日時を職員に申し出てください。 

居室・設備・ 

器具の利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。 

これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償して頂く場合があります。 

喫  煙 決められた場所以外での喫煙はご遠慮ください。 

電気製品等の持ち込み 

必要な電気製品等の落ち込みは可能ですが、防火管理上や周囲への影響等から持ち込み時

には必ずスタッフ確認の上、使用を制限させて頂く場合があります。 

また、使用しない時期は持ち帰って頂きます。 

迷惑行為等 
騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

また、むやみに他の入所者の居室等に立ち入らないでください。 

所持金品の管理 所持金品は、自己の責任で管理してください。 

宗教活動・政治活動 施設内での他の入所者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。 

動物飼育 施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。 
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当事業者は、重要事項説明書に基づいて、介護老人福祉施設のサービス内容及び重要事項の説明をしました。 

 

説 明 年 月 日 令和    年     月     日 

 

事

業

者 

法 人 名 社会福祉法人 高志会 

所 在 地 〒569-0835 大阪府高槻市三島江４丁目３８番７号 

代 表 者 名  理事長 高橋 弘充                 印   

施 設 の 名 称 特別養護老人ホーム れんげ荘 

説 明 者 氏 名                   印 

 

私は、重要事項説明書に基づいて、介護老人福祉施設のサービス内容及び重要事項の説明を受けました。 

 

利用者 

住 所  

氏 名 印 

代理人 

住 所  

氏 名 印 
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個人情報使用の同意書 

 

私及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用することに同意します。 

 

記 

 

１ 使用する目的 

 事業所が介護保険法に関する法令に従い、私の特別養護老人ホーム利用契約に基づき、介護（予防）サービス等を 

円滑に実施するために行う、情報提供、ケースカンファレンス、サービス担当者会議などにおいて必要な場合 

 

２ 使用にあたっての条件 

 ① 個人情報の提供は、１に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係者以外には決して

漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

 ② 事業所は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等を記録しておくこと。 

 

３ 個人情報の内容 

 ・氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等、サービスを行うために最小限必要な入所者や家族個人に関する情報 

 ・その他の情報（写真等） 

以上 

令和   年    月    日 

 

社会福祉法人 高志会 

特別養護老人ホーム れんげ荘 

理事長 高橋 弘充 様 

 

本  人 

（利用者） 

住 所 
 

氏 名          ㊞  代筆者氏名： 

代理人 

住 所 
 

氏 名           ㊞  利用者との関係：   

利用者家族 

住 所 
 

氏 名           ㊞  利用者との関係：   

利用者家族 

住 所 
 

氏 名           ㊞  利用者との関係：   
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「特別養護老人ホーム れんげ荘 看取りに関する指針」 

 

（１）当施設における看取りの目的 

 当施設では、入所者及び入所者家族が希望される場合には、病気や外傷により回復不可能など、入所者の容体が悪化 

された場合に、痛みや苦痛の症状の軽減に努め、穏やかで安らかな日々を過ごしていただくための精神面のケア（緩和 

ケア）を中心にした「看取りの介護」を実施する。 

（２）看取り状態の定義 

 慢性疾患と老化が進んで心身が衰弱し、医学的知見に基づき回復の見込みがないと医師に診断される状態 

（３）基本的姿勢 

・入所者の人生の歴史を尊重したうえでの介護を実践する。 

・入所者や家族の思いや願いを汲み取る姿勢をもつ。 

・入所者と家族の思いが食い違う場合には、入所者の思いを最優先する。 

・一貫したケアの事前計画 

・生活の質を損なわないように、苦痛の除去、安楽で安心を感じる介護を目指す。 

・入所者とともに家族に対する精神的負担への対応を意識する。 

（４）実施内容 

 重度化に伴う医療ニーズに対応するため、嘱託医や協力医療機関とともに、即応出来る連携体制を確保し、常勤の看護

師を配置し日常的な健康管理にあたるとともに、看護師不在の場合もオンコール体制により 24 時間対応可能な体制を   

とります。 

 看取り介護を行う際は、医師、看護師、介護職員等が共同で週に 1 回以上定期的に入所者又は家族への説明を行い,   

その同意を得た上で、看取り看護を行います。また、施設の全職員は、入所者が尊厳を持つ一人の人間として、安らかに

最後を迎えられるよう入所者又は家族の支えとなって身体的、精神的支援に努めます。 

（５）看取りの手順について 

 入所者の意向を確認し、医師・看護師・介護職員との連携体制の構築、連絡・相談方法の確認及び緊急時対応についての

説明を行う。1 週間に１回、家族への説明・方針の確認。専門職によるカンファレンスの実施、家族との環境確保を徹底 す

る。 

（６）内容の変更について 

 事業者が入所者および代理人から同意を得た同意条項等の重要な事項を変更する場合は、入所者および代理人に変更

事項を通知し、通知に対する同意を取得するものとします。ただし、単なる条項の字句修正等、同意内容の実質的な変更に

ならないものについては通知のみとし、同意取得の必要はありません。 

 

特別養護老人ホームれんげ荘 看取りに関する指針について説明を受けました。 

 

令和   年  月  日 

 

利用者 氏名                        印 

 

 

代理人 氏名                        印 
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転倒に関する同意書 

令和   年   月   日 

 

特別養護老人ホームれんげ荘 

理事長  高橋 弘充  様 

利用者氏名               印 

代理人氏名               印 

続   柄          

住   所                         

電話番号                   

 

 利用者         の代理人         （続柄）     は下記の内容を理解し、施設が行う対応に同意いたし

ます。 

 

記 

 

本人の「歩ける」「歩きたい」という意識が転倒というリスクを背負うことになりますが、特別養護老人ホームれんげ

荘では、人間らしい生活を尊重し、身体拘束禁止を基本とし、転倒等の事故が生じないよう、次のとおり必要な対応を

行っております。 

 

対応内容 

１． 食堂・居室・廊下等の見守りと所在確認 

２． 立位不安定者の立ち上がりに対しての観察・介助 

３． 転倒の危険性のある行為への危険性についての説明（認知症の方も含む） 

４． 靴はしっかり履けているかの確認（着衣の安全性の確認） 

５． 夜間巡視は最低１時間毎に行う 

６． 床が滑りやすくなっていないかの確認（環境整備） 

７． 危険物の除去（椅子等の整理） 

８． 椅子からのずり落ち、転落がないよう座位の姿勢を確認 

９． 看護師・介護スタッフによる睡眠薬等転倒の危険性がある服用薬の確認 

１０．看護師・介護スタッフによる転倒しやすい疾病の有無の確認 

   （認知症・パーキンソン・麻痺・硬縮等） 

１１．日中のレクリエーションや行事等の活動援助 

 

上記のとおり転倒防止のため、れんげ荘スタッフ一同鋭意努めてまいります。しかし、本人の過失によるやむを得

ない事故につきましては、責任を負いかねます。 

以上 

 

れんげ荘説明者                印 
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（様式第4の1号） 

現金管理依頼書 

令和  年  月  日 

特別養護老人ホームれんげ荘 

施設長様 

利用者氏名               印 

家族等氏名               印 

利用者との関係                 

住  所                 

電話番号                 

 

利用者          は、所持する現金を自身で管理することができませんので、 

「社会福祉法人高志会特別養護老人ホームれんげ荘利用者預かり金等取扱規程」に基づき、 

下記のとおり現金の管理を依頼します。 

 

 

記 

 

管理対象 金額 備考 

現  金 
              円 

 

 

 

  

 

                                                   

 

規程第10条の規定に基づき現金の管理を承認します。 

 

令和  年  月  日 

 

特別養護老人ホームれんげ荘 施設長   池田 浩之  印 

 

※本書は2通作成し、依頼者と承認者がそれぞれ所持するものとする。 

 


